
 

 

日本連盟規程集（令和２年版） 

掲載以外の諸規程 

 

 

運営会議規程 ----------------------------------------  １ 

県連盟代表者会議規程 --------------------------------  ３ 

倫理規程 --------------------------------------------  ５ 

寄附金等取扱規程 ------------------------------------  ７ 

基本財産管理規程 ------------------------------------  ９ 

財産管理運用規程 ------------------------------------ １１ 

経理規程 -------------------------------------------- １３ 

特定資産取扱規程 ------------------------------------ １９ 

役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程 ---------- ２１ 

情報公開規程 ---------------------------------------- ２３ 

個人情報管理規程 ------------------------------------ ２８ 

文書管理規程 ---------------------------------------- ３２ 

事務決裁規程 ---------------------------------------- ３５ 

利益相反防止規程 ------------------------------------ ３８ 

 

 

 

  共済事業関連諸規程（別ファイル参照） 

 



‐ 1 ‐  

運営会議に関する規程 

 

（設置） 

第１条  公益財団法人ボーイスカウト日本連盟（以下、「この法人」という。）に運営会議を設

ける。 

 

（権限） 

第２条 運営会議は、この法人の理事会が決議すべき事項以外の事項について決議を行う。 

 

（構成） 

第３条 運営会議は、次に掲げる者をもって構成する。 

（１）理事長 

（２）副理事長 

（３）専務理事 

（４） 常務理事 

（５） 日本連盟コミッショナー 

（６） 国際コミッショナー 

（７）その他代表理事が必要と認めた者 

 

（開催） 

第４条 運営会議は、代表理事が必要と認めたときに開催する。 

 

（定足数） 

第５条 運営会議は、運営会議構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

 

（議長） 

第６条 運営会議の議長は、代表理事又は出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。 

 

（決議方法） 

第７条  運営会議の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは代表理事

の決するところによる。 

 

（議事録） 

第８条  運営会議の議事については、議事録を作成する。 

 

（事務局） 

第９条 運営会議の事務局には、事務局長がこれに当たる。 
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（改廃） 

第 10 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

 

附則 

この規程は、この法人の設立登記の日から施行する。 

 

平成２４年３月１３日一部改正 理事会で承認 

平成２９年１月１７日一部改正 理事会で承認 

 

 

 

 

 

 

（参考） 理事会が決議すべき事項は、理事会運営規則に次のとおり定められている。 

理事会運営規則 第 15 条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。 

 

(1) 法令で定める事項 

イ この法人の業務執行の決定 

ロ 代表理事並びに業務執行理事の選任及び解職 

ハ 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定 

ニ 多額の借財 

ホ 重要な使用人の選任・解任 

ヘ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 

ト 内部管理体制の整備 

チ 定款４１条に規定する理事の取引の承認 

リ 事業計画書及び収支予算書等の承認 

ヌ 事業報告及び決算の承認 

ル その他法令に定める事項 

 

(2) 定款に定める事項 

イ 下記の規程・規則の制定、変更及び廃止 （省略） 

ロ 委員会の設置・運営に必要な事項の決定 

ハ その他定款に定める事項 

 

(3) その他重要な業務執行に関する事項 

イ 重要な事業外の契約の締結、解除、変更 

ロ 重要な事業外の争訟の処理 

ハ その他理事会が必要と認める事項 
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県連盟代表者会議に関する規程 

 

（設置） 

第１条  公益財団法人ボーイスカウト日本連盟（以下、「この法人」という。）に都道府県連盟

代表者会議（以下、「県連盟代表者会議」という。）を設ける。 

 
（任務） 

第２条 県連盟代表者会議の任務は、次のとおりとする。 

(１) この法人の施策を推進すること。 

(２)  都道府県連盟（以下、「県連盟」という。）の実状をこの法人の施策に反映させ

ること。 

(３) この法人の運営全般に対する改善策等について理事会に提言を行うこと。 

 
 

（構成） 

第３条 県連盟代表者会議は、次に掲げる者をもって構成する。 

（１） 県連盟理事長 

（２） 理事長 

（３）副理事長 

（４）専務理事 

（５） 常務理事 

（６）日本連盟コミッショナー 

（７） 国際コミッショナー 

（８）次の者は、随時会議に出席し意見を述べることができる。 

ア 事務局長 

イ その他代表理事が必要と認めた者 

 
 

（開催） 

第４条 県連盟代表者会議は、代表理事が必要と認めたときに開催する。 

 
 

（議長） 

第５条  県連盟代表者会議の議長は、出席した県連盟理事長の中から互選された者がこれに当

たる。 

 
（事務局） 

第６条 県連盟代表者会議の事務局には、事務局長が当たる。 
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（改廃） 

第７条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 
 

附則 

この規程は、この法人の設立登記の日から施行する。 

 

 

 

平成２４年３月１３日一部改正 理事会で承認 

平成２９年１月１７日一部改正 理事会で承認 
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公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 
倫理規程 

 
（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟（以下「この法人」

という。）の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、この法

人の目的、事業執行の公正さに対する社会からの疑惑や不信を招くような

行為の防止を図り、もって本連盟に対する社会的な信頼を確保することを

目的とする。 
 
（適用範囲） 

第２条 この規程は、本連盟の評議員、理事、監事、名誉会議議員、委員会委

員及び職員（以下、「役職員等」という。）に適用する。 
 
（組織の使命及び社会的責任） 

第３条 この法人は、その目的に従い、広く公益実現に貢献すべき重大な責務

を負っていることを認識し、社会からの期待に相応しい事業運営に当たら

ねばならない。 
 
（社会的信用の維持） 

第４条 この法人は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維

持・向上に努めなければならない。 
 
（基本的人権の尊重）  

第５条 この法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を

傷つける行為はしてはならない。 
 
（法令等の遵守） 

第６条 この法人は、関連法令及びこの法人の定款、倫理規程その他内規を厳

格の遵守し、社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければ

ならない。 
２ この法人は、暴力団を始めとする反社会的勢力との取引は一切行ってはな

らない。 
３ 役職員等は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認め

た場合には、コンプライアンス規程に則り対応しなければならない。 
 
（私的利益の禁止） 

第７条 この法人の役職員等は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、

その職務や地位を私的な利益の追求に利用することがあってはならない。 
 
（利益相反の防止及び開示） 

第８条 この法人の役職員等は、その職務の執行に際し、この法人との利益相

反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実の開示し、その他この法

人が定める所定の手続きに従わなければならない。 
２ この法人は、評議員会又は理事会の決議に当たっては、当該決議について
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の特別の利害関係を有する評議員又は理事を除いて行わなければならない。 
３ この法人は、利益相反防止のため、役職員等に対して定期的に「利益相反

に該当する事項」について自己申告させるとともにその内容を確認し、必要

な是正措置を講じなければならない。 
 
（特別の利益を与える行為の禁止）  

第９条 この法人の役職員等は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る

活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を行ってはな

らない。 
 
（情報開示及び説明責任） 

第１０条 この法人は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状

況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、会員や寄附者をはじめとし

て社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。 
 
（個人情報の保護） 

第１１条 この法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとと

もに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。 
 
（研 鑽） 

第１２条 この法人の役職員等は、公益事業活動の能力向上のため、絶えず自

己研鑽に努めなければならない。 
 
（セーフ・フロム・ハーム） 

第１３条 この法人の役職員等は、スカウト運動が取り組む人権の保護を目的

とした「セーフ・フロム・ハーム」のガイドラインを遵守しなければなら

ない。 
 
（規程遵守の監視） 

第１４条 この法人は、必要あるときは、理事会の決議に基づき委員会を設置

し、この規程の遵守状況を監視する。 
 
（改 廃） 

第１５条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 
 
 
附 則  

この規程は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟設立登記の日から施行す

る。 
 

平成２９年３月１４日一部改正 評議員会で承認 
令和 ２年３月１０日一部改正 臨時評議員会で承認 
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公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 

寄附金等取扱規程 
 

（目 的） 

第１条 この規程は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟（以下「この法人」

という。）における寄附金等の取扱いに関し必要な事項を定めるものと

する。 

 

（寄附金等の種類） 

第２条 寄附金等とは、この法人の目的に賛同し、ボーイスカウト活動を財政

的に支援する目的で寄附される現金等の財産で、代表理事が受入れを決

定した次の各号のものを指す。 

（１）維持会費として納入される現金 

（２）使途を指定して寄附される財産 

（３）前各号以外の財産 

 

（受入れの条件） 

第３条 寄附金等を受け入れようとする場合において、次の各号に掲げる条件

が付されているものは、これを受け入れることができない。 

（１）寄附により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること 

（２）寄附金等の使用について寄附者が会計検査をすること 

（３）寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金等の全部又は一部を取り消

すことができること 

（４）その他代表理事が、支障があると認める条件 

 

（会計経理の基準） 

第４条 寄附金等に係る会計経理については、この法人の経理規程、その他会

計関係規程等の定めるところにより取り扱うものとする。 

 

（寄附者への感謝等） 

第５条  代表理事は、寄附金等が法人に納付されたときは、寄附者に礼状を送

付する。また、平成１６年４月１日施行の維持会員表彰制度により感謝

の意を表するものとする。 

 

（寄附金等の使途） 

第６条  寄附金等の使途は、その半額以上はこの法人の定款第４条に定める公

益目的事業に使用するものとする。 
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（使途を指定された寄附金等の使途の変更） 

第７条  代表理事は、次の各号の場合は第２条第２号の寄附金等の使途を変更

することができる。 

（１）寄附金等の目的が達せられ、残額を他の使途に使用する場合 

（２）代表理事が他の使途で使用することが適当と認めた場合 

２ 代表理事は、前項の規定により使途の変更をしようとするときは、あら

かじめ寄附者と協議しなければならない。 

 

（改 廃） 

第８条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 
 

（その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、代表理事が定める。 

 

附 則 

この規程は、この法人が公益財団法人ボーイスカウト日本連盟設立の登記の

日から施行する。 
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公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 

基 本 財 産 管 理 規 程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟（以下｢本法人｣という）

の基本財産の維持・管理並びに処分についての必要な事項を規定することを目

的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 定款に定めあるものを除き、基本財産の維持管理及び処分については、この

規程に定めるところによる。 

 

（定義） 

第３条 本規程で｢基本財産｣とは、次に掲げる特定された財産とする 

（１）この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定めた財産 

（２）理事会の決議により基本財産に繰り入れられた財産 

 

（管理責任者） 

第４条 基本財産の管理責任者は、代表理事とする。 

 

（基本財産の維持管理） 

第５条 本規程で基本財産を維持管理する。 

２ 財産については、良好な状態において管理し、毎年、台帳と照合するものと

し、減価償却引当資産を設定する。 

３ 現金については、確実な銀行に定期預金として預け入れ、若しくは、国公債

等確実な有価証券を購入し安全に保管するものとする。有価証券を組み入れた

場合は、満期保有目的債券以外のものについて、市場価格のある時価評価に伴

って生じる評価差額は、正味財産増減計算書に増減額を記載する。 
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（基本財産の処分及び担保提供） 

第６条 第３条の財産にあっては、これを処分し、又は、担保に供することができる。 

２ 但し、前項の処分又は担保提供については、定款第２４条第２項第５号に従

い、評議員会の議決を得なければならない。 

 

（基本財産の収入） 

第７条 基本財産から生ずる収入は、公益目的事業費、管理費等に充当するものとす

る。 

 

（改 廃） 

第８条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

（その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、代表理事が定める。 

 

附則 

 この規程は、本法人が公益財団法人ボーイスカウト日本連盟設立の登記の日から施

行する。 
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公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 
財 産 管 理 運 用 規 程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟の資金運用に関する規則を

定め、適正かつ有効な資金運用の実施を図ることを目的とする。            

 

（資金の定義） 

第２条 本条において資金とは、金融機関等を通じて運用する資産をいう。 

 

（資金の運用責任者） 

第３条 資金運用の責任者は、代表理事とし、財務担当役員がこれを補佐するものとす

る。 

 

（資金運用の基本方針） 

第４条 基本財産は、元本が確実に回収できるほか固定資産として適切な運用益が得ら

れ、また利用価値を生じる方法でこの運用を行われなければならない。ただし、

寄付者が寄付をする際にその運用方法を指定した場合は、この限りではない。 

 

第５条 運用財産は、日常業務の遂行に必要な資金を除き、元本が回収でき、かつ、適

切な運用益が得られる方法で管理するものとする。 

 

第６条 預貯金等は預入先金融機関、有価証券等は発行体の経営状況や財務状況に充分

注意を払うと共に、運用対象（銘柄、残存年限等）を分散することでリスクを低

下させるよう努める。 

 

（運用対象） 

第 7条 基本財産の運用対象は次のとおりとする。 

    ①円建預貯金 

    ②国債 

    ③地方債 

    ④政府関係機関債（政府保証債） 

 

第８条 運用財産の運用対象は、次のとおりとする。 

    ①円建預貯金 

    ②国債 

    ③地方債 
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    ④政府関係機関債（政府保証債、財投機関債） 

    ⑤公社債投資信託 

    ⑥割引短期国庫債権（ＴＢ） 

    ⑦政府短期証券（ＦＢ） 

    ⑧事業債 

    ⑨外貨預金 

 

第９条 保有有価証券が、格付機関のうち２社以上からＡマイナス格を下回った格付け

をされた場合は、財務担当の委員会で協議のうえ直ちに対応を決定する。 

 

第１０条 財務担当役員は、資産の運用について、あらかじめ財務委員会の議を経て代

表理事の承認を受けなければならない。 

 

（有価証券の保管） 

第１１条 有価証券は、金融機関への保護預りや公社債の登録制度等を利用し安全に保

管する。 

 

（運用報告） 

第１２条 財務担当役員は、財務担当の委員会において、運用実績等について報告する。 

 

（改 廃） 

第１３条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

（その他） 

第１４条 この規程に定めるもののほか、資金運用に関し必要な事項は代表理事が定め

る。 

 

附則 

 この規程は、本法人が公益財団法人ボーイスカウト日本連盟設立の登記の日から施行

する。 
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公 益 財 団 法 人 ボ ー イ ス カ ウ ト 日 本 連 盟  

経  理  規  程  

 
第  １  章   総   則 

  

第１条 この規程は公益財団法人ボーイスカウト日本連盟（以下「この法

人」と略称する。）の経理に関する基本を定め、この法人の財政状

態及び収支状況に関し、真実な内容を明瞭に表示するとともに、こ

の法人の健全なる運営に、資することを目的とする。 

第２条 この法人の経理事務は、この法人の定款第２章資産及び会計に定め

るところによる外この規程の定めるところによる。 

第３条 この法人の会計年度は４月１日より翌年３月３１日までとする。 

第４条 この規程の改廃は理事会の決議を経て行う。 

 

第  2  章   会計区分お よ び勘定科目 

 

第５条 この法人は、法令の要請等により、必要と認めた場合には、会計区

分を設ける。 

第６条 この法人の会計処理基準は、公益法人会計基準平成２０年（内閣府

公益認定委員会）に準拠して処理するものとする。ただし、収益事

業については企業会計における損益計算書原則、および貸借対照表

原則に拠る。 

     取引は次の原則に従って勘定処理する。 

1 ．収入科目と支出の科目とは直接相殺しない。 

２．計上された収入に対応するすべての支出を計上する。 

３．収入又は支出に帰属する勘定科目の決定が困難なときは、

一応預り金又は仮払金として整理し、その科目又は金額が

確定したとき速やかに当該勘定科目に振替える。 

４．その他一般に公正妥当と認められた会計処理の基準に従

う。 
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第  ３  章   会計帳簿 

 

第７条 会計帳簿は、次のものを備える。 

１．仕訳伝票 

２．仕訳帳 

３．現預金管理表 

４. 試算表・精算表 

５．現金出納帳 

６．買掛金元帳、売掛金元帳 

７．商品受払帳、貯蔵品受払帳 

８．貸借対照表（試算表） 

 ９．正味財産増減計算書（試算表） 

１０．総勘定元帳 

１１．固定資産台帳 

１２．備品台帳 

１３．給与支払明細表 

第８条 会計帳簿は支払書および各種の証ひょうに基づいて仕訳伝票を作成

し、これによって記入する。 

第９条 現金出納担当者は、毎日入金額、出金額を記録集計し、現金・預金

在高と帳簿残高とを照合の上、現預金管理表を作成して財務・経理

を担当する部長の検閲を受ける。 

第１０条 総勘定元帳は仕訳伝票より作成し、勘定科目別に集計して作成す

る。 

第１１条 試算表は毎月末、各会計区別の総勘定元帳に基づいて作成し、併

せて精算表を作成する。 

第１２条 帳簿の記録を訂正するとき、金額の場合はその金額に二条の平行

線を引いて抹消をし、記帳担当者の訂正認印をおし、改めて正し

い金額を記入する。 

 第１３条 帳簿、支払書、各種証ひょうの保管責任者は財務・経理を担当す

る部長とし、その保存期間は下記のとおりとする。 
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    （１）予算および決算書類          永久 

    （２）会計帳簿および会計伝票       １０年 

    （３）証ひょう書類            １０年 

    （４）その他の書類             ５年 

 

第  ４  章   金銭会計 

 

第１４条 この規程において金銭とは、現金、預金、小切手、手形、振替貯

金証書、郵便為替証書、有価証券などをいう。 

第１５条  金銭の支出は支払書によって行う。 

支払書は、担当の部において予め承認された起案書および納品書

等の証ひょうに基づいて作成し、事務局長を経由して、常務理事

の検閲を受ける。ただし経常的な支出かつ金額５０万円未満の場

合は常務理事の検閲を省略することができる。３００万円以上の

支払書は、理事長決裁による起案書に基づくものとする。 

第１６条 理事会または理事長の決定を受けた場合を除き、銀行又は第３者

から金銭の借入をなし、また他人のためには金銭貸借の保証人と

なりもしくは担保の提供をしてはならない。また約束手形、為替

手形の振出人又は、引受人もしくは手形の裏書人となってはなら

ない。ただし受領のための裏書はこの限りでない。 

第１７条 金銭の出納責任者は財務・経理を担当する部長とする。 

金銭の出納は支払書および確実なる証ひょうに基づいて行う。 

第１８条 金銭の出納責任者は第１５条に基づいて回付された支払書、証ひ

ょうを点検して支払を行うとともに適正な領収書を受取る。ただ

し振替貯金又は銀行振込によるときは、それぞれの受領に関する

書類をもって領収書に代えることができる。 

第１９条 金銭の受領については、出納責任者は所定様式の領収書を作成し

速やかに支払人に交付する。 

領収書は複写式を原則とし連続番号をつけ、その控えを整理保存

する。 

ただし、振替貯金又は銀行振込によるときは、それぞれの受領に
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関する書類をもって領収書に代えることができる。 

第２０条 手許現金はつとめて一定額を超えないように留意する。 

第２１条 支払は原則として銀行振込による。ただし特定の場合に限り横線

小切手で支払うことができる。 

第２２条 現金による支払は次の各号の場合に行うことができる。 

１．役職員の給料、手当、旅費ならびに賞与 

２．少額の支払金 

３．郵便料金、印紙の購入又は特定物購入のためのやむをえな

い支出金 

第２３条 現金については、出納担当者は毎日締切時に金種別在高表を作成

し、出納責任者立会のもとに残高の照合を行う。 

第２４条 銀行預金については、出納担当者は帳簿残高と銀行残高とを随時

照合するほか毎月末現在の残高証明書を取得し、帳簿残高を確認

する。預金の帳簿残高が銀行の証明書と合致しないときは預金残

高調整表を作成する。 

第２５条 銀行の取引は、理事長名をもって行う。 

     預金証書、通帳および小切手帳の保管責任者は財務・経理を担当

する部長とする。理事長印の保管は印章保管規程による。 

第２６条 旅費および各種会議ならびに諸行事等のための費用は、所定の手

続きに従って概算払いをすることができる。 

第２７条 現金の前渡又は概算払いを受けたものは、その用務終了後７日以

内に支払書を作成し、証ひょう書類を添えて各部長の検閲を受け

財務・経理を担当する部へ回付する。 

 

 

第  ５  章   固定資産 

 

第２８条 この規程において固定資産とは、次の資産をいう。 

     （ 1 ）基本財産 

      基本財産としての有形固定資産で土地、建物、基本財産として

定めた有価証券、定期預金等 
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     （ 2 ）特定資産 

      日本ジャンボリー等積立資産、退職給与積立資産、国際協力 

      資金積立資産、建物補修積立資産、職員福利厚基金積立資産、

特別準備積立資産、船坂野営場整備積立資産、鶴見基金、安全

基金積立資産、等 

     （ 3 ）その他の固定資産 

      土地、建物、構築物、什器備品、車輌運搬具、借地権、ソフト 

      ウェア、商標権、電話加入権、等 

第２９条 耐用年数１年未満又は、 1 個若しくは１組の取得価格が２０万円

未満の資産は、原則として固定資産として取り扱わないものとす

る。 

第３０条 固定資産の価格は、購入価格及び付帯費とする。 

第３１条 固定資産の取得にあたっては、取得金額に応じて、理事長の承認 

     を得なければならない。 

第３２条 固定資産の減価償却については、 ｢ 減価償却資産の耐用年数等に 

関する省令 ｣ に定める耐用年数によって行い、その方法は旧定額

法又は定額法によるものとする。 

第３３条 固定資産については、固定資産台帳を備え、各物件の種類、名称、

取得価格及び所在地等を明記する。 

     固定資産台帳の様式は、別に定める。 

第３４条 固定資産の売却、減失、毀損又は廃棄等の処分により除却を行う 

     場合は、取得金額に応じて理事長の承認を受けなければならない。 

第３５条 財務・経理を担当する部長は、固定資産を良好な状態において管理

し、毎年、１回固定資産台帳と現物照合をする。 

第３６条 火災等により損害を受けるおそれのある固定資産については、適 

正な額により保険を付保する。 

第３７条 固定資産の土地、建物は、基本的に登記をする。但し一時的なも 

     の、倉庫類については除く。 
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           第  ６  章   収支予算 

 

第３８条 この法人の正味財産増減予算は所定の手続きを経て毎事業年度開

始前に作成する。 

第３９条 財務・経理を担当する部長は常に予算と実績を対照し、各部の経

理実態を定時又は随時に各部長に通報するとともに事務局長へ報

告する。 

 

第  ７  章   決   算 

 

第４０条 決算報告は月次、半期および年度末に行う。 

第４１条 前条に基づく報告書は次のとおりとする。 

1 ．月次報告 

（１）貸借対照表（試算表） 

（２）正味財産増減計算書 ( 予算、実績対照表 )  

２．毎半期決算報告 

（１）貸借対照表（試算表） 

（２）正味財産増減計算書 ( 予算、実績対照表 )  

３．期末決算報告書 

（１）事業報告書 

（２）貸借対照表 

（３）正味財産増減計算書 ( 予算、実績対照表 )  

（４）財務諸表の注記 

（５）付属明細書 

（６）財産目録 

 

附則 

この規程は、この法人が公益財団法人ボーイスカウト日本連盟設立の登記

の日から施行する。 

 

平成２９年１月１７日一部改正 理事会で承認 

- 18 -

Takayasu
テキストボックス



 

- 1 - 

 

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 

特 定 資 産 取 扱 規 程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟（以下｢この法人｣という）

における特定資産の取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。  

                   

（定義） 

第２条 この規程において、特定資産とは次のとおりと定める。 

１．特定費用準備資金 

    将来の特定の活動の実施のために、特別に支出する費用に係る支出に 

充てるために保有する資金。 

  ２．資産取得資金 

    将来の資産を取得するために積立てる資金。 

  ３．積立資産 

    法定に係わる支出に充てる資金及び将来の資金繰りのために、保有している資

金。将来の収支の変動に備えて法人が自主的に積立てる財政基盤確保のための

資金等。 

 

（要件） 

第３条 この特定資金は、下記の要件のすべてを満たすものでなければならない。 

１．当該資金の目的である活動を行うことが見込まれること。 

  ２．他の資金と明確に区分して管理されていること。 

  ３．目的支出以外は、取り崩しできないこと、又は、目的外取り崩しについては、

理事会の決議を経ること。 

  ４．積立限度額が合理的に、算定されていること。 

５．３の定めならびに、積立限度額及びその算定根拠について事務所備 

置き、閲覧等の措置が講じられていること。 

 

（資金の取崩） 

第４条 次の場合には、それぞれに定める額に相当する資金を取り崩さ 

    なければならない。                 

   １．目的支出がなされた場合 

     ・当該目的支出の額に達するまでの額 
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   ２．各事業年度末における積立限度額が特定費用準備資金を下回るに至った場合 

     ・その下回る部分の金額 

   ３．正当な理由がないのに、特定費用準備資金目的の活動を行わない事実があっ

た場合 

     ・その事実があった日における特定費用準備資金の額 

３の事実が発生したときは、以後各事業年度における当該特定費用準備資金 

の積立限度額は、ゼロとする。 

 

（特定資産の種類） 

第５条 特定資産の種類は、次のとおりとする。なお、必要に応じて特定資産を追加す

る場合、将来の資金、資産を適正に取得するため、特定の活動の内容、積立期

間、実施予定時期、積立限度額を定める。なお、積立資産の積立限度額につい

ては、別に定める。 

１．特定費用準備資金 

２．資産取得資金 

３．積立資産 

（１）減価償却積立資産、他法定に係わる支出に充てる資金 

（２）日本ジャンボリ－等積立資産、他将来の資金繰りのための資金 

 

（改廃） 

第６条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

（その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は代表理事が定める。 

 

附則  

この規程は、この法人が公益財団法人ボーイスカウト日本連盟設立の登記の日から施

行する。 
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公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 

役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程 
 

 

（目的及び意義） 

第１条 この規程は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟（以下｢この法人｣

という）定款第２３条第３項，及び第４０条第３項の規定に基づき、役

員及び評議員の報酬等、並びに費用に関し必要な事項を定めることを目

的とする。 

 

（定義等） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１）役員とは、理事及び監事をいう。 

（２）常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、この法人を主たる

勤務場所とする者または継続かつ一貫した職務を遂行するのに必要

な時間を割り当てられる者をいう。 

（３）非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。 

（４）評議員とは定款第１９条に基づき置かれる者をいう。 

（５）報酬とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５

条第１３号で定める報酬、賞与その他職務遂行の対価として受ける財

産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費

用とは明確に区分されるものとする。 

（６）費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費（宿泊費

含む）等の経費をいう。報酬とは明確に区分されるものとする。 

 

（報酬の支給） 

第３条 定款第４０条に基づき、役員及び評議員は無報酬とする。但し、監事

を除く、常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。

非常勤役員は無報酬とする。 

２．常勤役員の報酬は月額とする。 

３．常勤役員の賞与は、これを支給しない。 

４．常勤役員の退職にあたっての退職手当は、これを支給しない。 

 

（報酬等の額の決定） 

第４条 この法人の常勤役員の報酬月額は別表第１「役員の報酬月額」のとお

りとする。 

 

（報酬の支給日） 

第５条 常勤役員報酬は、職員給与の支給日に支給する。 

２．月の途中で役員に就任したとき、又は月の途中で役員を退任したとき 

は、報酬は日割計算で行うものとする。 
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（報酬等の支給方法） 

第６条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人

名義の金融機関口座に振り込むことができる。 

２．報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し

出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。 

 

（通勤費） 

第７条 常勤役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給する。 

 

（費用） 

第８条 この法人は、役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担し、又

は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払う

ものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとす

る。 

２．役員並びに評議員が会議に出席する際の旅費については、日本連盟役

員旅費規定に定める算定基準により算出し、支払うことが出来る。 

  

（公表） 

第９条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律第２０条第１項に定める報酬等の支給の基準として公

表するものとする。 

 

（改廃） 

第１０条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

 

附則 

この規程は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟の設立登記の日から施行

する。 

 

 

 

 

 別表第１ 常勤役員の報酬月額 

 

常務理事          １００，０００円 
但し、支払い日は毎月、職員給与の支給日に支給する。 

 
 

以上 
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公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 

情報公開規程 

（目 的） 

第１条 この規程は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟（以下「この法人」という）

が、その活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するために必要な事

項を定めることにより、この法人の公正で開かれた活動を推進することを目的と

する。 

（法人の責務） 

第２条  この法人は、この規程の解釈および運用に当たっては、原則として、一般に情報

公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開され

ることのないよう最大限の配慮をしなければならない。 

（利用者の責務） 

第３条 第７条に規定する情報公開の対象資料を閲覧ないしは謄写した者は、これによっ

て得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するととともに、個人に関す

る権利を侵害することのないよう努めなければならない。 

（情報公開の方法） 

第４条 この法人は、情報公開の対象に応じ、公告、公表、資料の事務所備え置き並びに

インターネットの方法により行うものとする。 

（公 告） 

第５条 この法人は、法令並びに定款の規定に従い、貸借対照表および損益計算書につい

て、公告を行うものとする。 

  ２ 前項の公告については、定款第６６条の方法によるものとする。 

（公表） 

第６条 この法人は、法令の規定に従い、理事、監事及び評議員の報酬等の支給の基準に

ついて、公表する。これを変更したときも、同様とする。 

    ２ 前項の公表については、役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程を次条に

定める事務所備え置きの方法によるものとする。 

（資料の事務所備え置き） 

第７条 この法人は、法令の規定に従い、資料の事務所備え置きを行い、正当な理由を有

する者に対し、その閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする。 

（事務所備え置きの資料） 

第８条 前条の事務所備え置きの対象とする資料は別表１に掲げるものとし、次条に規定

する閲覧する場所に常時備え置く。 

    ２ 別表１中、「保存期間」として備え置き期間を表示していないものについては当 

該最新の資料を公開する。 
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（閲覧場所および閲覧日時） 

第９条 この法人の事務所備え置きの対象とする資料の閲覧場所は、主たる事務所とする。 

    ２ 閲覧の日は、この法人の休日以外の日とし、閲覧の時間は、午前１０時から午後

４時までとする。ただし、この法人は、正当な理由があるときは閲覧希望者に対

し、閲覧日時を指定することができる。 

（閲覧等に関する事務） 

第１０条 閲覧希望者から別表１に掲げる資料の閲覧等の申請があったときは、次により     

取り扱うものとする。 

（１）様式１に定める閲覧（謄写）申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける。 

（２）閲覧（謄写）申請書が提出されたときは、様式２に定める閲覧受付簿に必要事

項を記載し、閲覧に供する。 

（３）閲覧した者ないしは謄写を希望する者から謄写の請求があったときは、別表１

の「謄写の是非」に従い、可とするものは実費負担を求め、これに応じる。 

（インターネットによる情報公開） 

第１１条 この法人は、第５条ないし第７条の規定による情報公開のほか、広く一般の

人々に対し、インターネットによる情報公開を行うものとする。 

 ２ 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は代表理事が定める。 

（その他） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は代表理事が理事会

の議決を経てこれを定める。 

（管 理） 

第１３条 この法人の情報公開に関する事務は、事務局の管理業務を担当する部署が管理

する。 

（改 廃） 

第１４条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

附則  

この規程は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟設立登記の日から施行する。 

 平成２９年１月１７日一部改正 理事会で承認 
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 別表１  

  

  対象書類等の名称 閲覧対象者 謄写の是非 保存期間 備え置き場所

1 定款 特定なし 可（有料） （最新のも
の を 備 置
き） 

主たる事務所

2 計算書類等（各事業年度の計算書

類・事業報告・付属明細書・監査報

告書） 

 

特定なし 可（有料） ５年 主たる事務所

3 事業計画、収支予算書、資金調達

設備投資見込み書類 

特定なし 可（有料） １年 主たる事務所

4 （１）財産目録 

（２）役員等名簿 

（３）役員等の報酬規程 

（４）運営組織・事業活動の状況 

     及び重要数値記載書類 

特定なし 可（有料） ５年 主たる事務所

5 特定費用準備資金算定根拠 特定なし 可（有料） （最新のも
の を 備 置
き） 

主たる事務所

6 特定財産の保有・改良充当資金 

寄付等による受入れ財産・資金 

特定なし 可（有料） （最新のも
の を 備 置
き） 

主たる事務所

7 評議員会議事録 評議員、債権

者 

可（有料） １０年 主たる事務所

8 理事会議事録 評議員・債権

者 

可（有料） １０年 主たる事務所

9 会計帳簿 評議員 可（有料） １０年 主たる事務所

10 全員同意の書面 特定なし 可（有料） １０年 主たる事務所
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様式１ 

閲覧（謄写）申請書 

 

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 
代表理事           殿 

 
 
            申 請 月 日  平成  年  月  日 

          
            申 請 者                  

                   
            申請者住所   〒      

                             

          電 話 番 号                          

 
 
私（申請者）は、下記の閲覧（謄写）目的に従って閲覧対象資料から得た情

報を、その目的に即して適正に使用するとともに、その情報によって個人に関

する権利を侵害することのないよう誓います。 

 

閲覧（謄写）の目的 

 
 
 
 
 
 

閲覧対象資料（該当するものを○で囲んでください。） 
１．定款 ２．事業計画書・収支予算書・資金調達計画等 ３．事業報告書・計

算書類及び付属明細書 ４．監査報告書 ５．財産目録 ６．役員等名簿 ７．

役員等の報酬規程 ８．運営組織・事業活動の状況及び重要数値 ９．特定費用

準備資金算定根拠 １０．特定財産の改良・保有資金の明細 １１．寄付金等に

よる財産・資金で公布者の定めた使途に宛てるものの明細 
（以下の書類は評議員・債権者に限り閲覧・謄写ができます。） 
１２．評議員会議事録 １３．理事会議事録 １４．会計帳簿  
１５．その他（                           ） 
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様式２　 No.

　閲　　　覧　　　受　　　付　　　簿

受付番号 受付年月日 申込人氏名 受付担当者名 備考
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公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 

個人情報管理規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟（以下、「この法人」という。）

が定める「個人情報の保護（プライバシーポリシー）（以下「ポリシー」という。）」

に従い、個人情報の適正な取り扱いに関してこの法人の役職員等が遵守すべき事項

を定め、これを実施運用することにより個人情報を適切に保護・管理することを目

的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程及びこの規程に基づいて策定される規則等において使用する用語につい

ては、次の通りとする。 

（１）個人情報 

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年

月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容

易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含

む。）をいう。 

（２）個人情報データベース等 

「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合で、次に掲げるものを

いう。 

ア 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に

構成したもの 

イ 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるよう

に体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのも

のを有するもの 

（３）個人データ 

「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 

（４）本人 

「本人」とは、当該情報によって識別される、又は識別されうる、生存する特定の個

人をいう。 

（５）役職員等 

「役職員等」とは、この法人に所属するすべての理事、監事、評議員及び職員をいう。 

（６）個人情報管理者 

「個人情報管理責任者」とは、代表理事によって指名された者であって、個人情報保

護・管理に関する責任と権限を有する者をいう。 

 

（適用範囲） 

第３条 この規程は、すべての役職員等に適用する。また、退職後においても在任又は在

籍中に取得・アクセスした個人情報については、この規程に従うものとする。 

２ 各種委員会委員等この法人の事業について委嘱又は依頼を受けた者が、この法人

の業務に従事する場合には、当該従事者は、この規程を遵守しなければならない。 
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３ 前項の従事者を管理する立場にある者は、当該従事者に対し、この規程の遵守を

確保するために必要な処置を講じるものとする。 

 

（個人情報管理責任者） 

第４条 この法人においては個人情報管理責任者を置く。 

 ２ 個人情報管理責任者は、必要に応じて、この法人で取り扱う個人情報について、

この規程に定める諸事項を実施・徹底するため、個人情報保護・管理等の細則を策

定する。 

３ 個人情報管理責任者は、この規程等の適正な実施及び運用を図り、個人情報が外

部に漏洩したり、不正に使用されたり、あるいは改竄されたりすること等がないよ

うに管理する。 

 

（個人情報の取得） 

第５条 個人情報の取得は、適法かつ公正な方法によって行い、偽りその他不正な手段に

よって取得してはならない。 

２ 本人から直接に個人情報を取得する場合には、本人（本人が未成年者の場合はそ

の保護者。以下「本人等」という。）に対して、次に掲げる事項又はそれと同等以上

の内容の事項を、書面又はこれに代わる方法によって通知し、本人等の同意を得な

ければならない。 

（１）この法人の名称、個人情報管理責任部署及び連絡先 

（２）個人情報の利用目的 

（３）保有個人データに関する次に掲げる権利の存在及び当該権利行使のための方法 

ア 当該データの利用目的の通知を求める権利 

イ 当該データの開示を求める権利及び第三者提供の停止を求める権利 

ウ 当該データに誤りがある場合にその内容の訂正、追加又は削除を求める権 

エ 当該データの利用の停止又は消去を求める権利 

３ 本人等以外の者から間接的に個人情報を取得する場合には、本人等に対して、前

項アないしエに掲げる事項を書面又はホームページ等で通知し、本人等の同意を得

なければならない。 

 

（利用目的及び個人情報の利用） 

第６条 個人情報を取り扱うに当たっては、事前にその利用目的を明確に定めるものとし、

当該利用目的は、別に定める「ポリシー」に定めるこの法人の業務において必要な

範囲であり、かつ本人等から同意を得た利用目的の範囲内でなければならない。 

 

（個人情報の提供） 

第７条 法令で定める場合を除き、個人情報は第三者に提供してはならない。 

２ 前項の定めにかかわらず、この法人の業務を遂行するために当該業務等の一部又

は全部を第三者に委託する必要がある場合には、「ポリシー」に掲げるものに加え、

次に掲げる条件を満たす業務委託先に限り、本人等が事前承諾した利用目的の範囲

内において個人情報を当該業務委託先に対して提供できるものとする。 

（１）社会通念上相当な事業活動を営む者であること 
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（２）個人情報の保護に関し、この規程と同等以上の規程を有し、かつその適正な運

用及び実施が為されている者であること 

（３）この法人との間に、適正な内容の個人情報の保護に関する定めを締結し、これ

を遵守することが見込まれる者であること 

３ 前項の業務委託を行う場合には、事前に個人情報管理責任者による承諾を得なけ

ればならない。 

４ 本条第２項の定めに従い、個人情報を取り扱う業務を第三者に委託した場合には、

この法人が当該業務委託先に課した個人情報の適切な管理義務が、確実に遵守され

るよう適時、確認・指導するものとする。 

 

（個人情報の正確性確保） 

第８条 個人情報は、利用目的達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つ

よう管理運営しなければならない。 

 

（安全管理） 

第９条 個人情報管理責任者は、個人情報の安全管理のため、個人情報の不正アクセス、

漏洩、減失又は毀損防止に努めるものとする。 

  ２ 個人情報管理責任者は、必要に応じて個人情報の安全管理のため、必要かつ適正

な措置を定めるものとし、当該個人情報を取り扱う役職員等に遵守させなければな

らない。 

 

（役職員等の監督） 

第１０条 個人情報管理責任者は、個人情報等の安全管理が図られるよう、個人情報等を

扱う役職員に対して必要かつ適切な指導・監督を定期的に行わなければならない。 

 

（個人情報等の消去・廃棄） 

第１１条 保有する必要がなくなった個人情報等については、直ちに当該個人情報を消

去・廃棄しなければならない。 

   ２ 個人情報管理責任者は、個人情報の消去・廃棄を行うに当たり、消去・廃棄の

日、消去・廃棄した個人情報等の内容及び消去・廃棄の方法を書面に記録し、こ

れをこの法人の「事務局規程」の「文書管理規程」に定める期間、保存しなけれ

ばならない。 

 

（通報及び調査義務等） 

第１２条 役職員等は、個人情報が外部に漏洩していることを知った場合又はそのおそれ

があると気づいた場合には、直ちに個人情報管理責任者に通報しなければならな

い。 

   ２ 個人情報管理責任者は、個人情報の外部への漏洩について役職員等から通報を

受けた場合には、直ちに事実関係を調査しなければならない。 

 

（報告及び対策） 

第１３条 個人情報管理責任者は、前条に基づく事実関係の調査の結果、個人情報が外部
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に漏洩していることを確認した場合には、直ちに次の各号に掲げる事項を関係機関

に報告しなければならない。 

ア 漏洩した情報の範囲 

イ 漏洩先 

ウ 漏洩した日時 

エ その他調査で判明した事実 

２ 個人情報管理責任者は、関係機関とも相談のうえ、当該漏洩についての具体的

対応及び対策を講じるとともに、再発防止策を策定しなければならない。 

 

（自己情報に関する権利） 

第１４条 本人からの自己の情報について開示を求められた場合は、原則として合理的な

期間内にこれに応じるものとする。また、開示の結果、誤った情報があり、訂正

又は削除を求められた場合は、原則として合理的な期間内にこれに応じるととも

に、訂正又は削除を行った場合は、可能な範囲内で当該個人情報の受領者に対し

て通知を行うものとする。 

 

（個人情報の利用又は提供の拒否権） 

第１５条 この法人がすでに保有している個人情報について、本人からの自己の情報につ

いての利用又は第三者への提供を拒まれた場合は、これに応じるものとする。た

だし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りではない。 

（１）法令の規定による場合 

（２）本人又は公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場

合 

 

（苦情の処理） 

第１６条 この法人の個人情報の取り扱いに関する苦情の窓口業務は、事務局で管理業務

を担当する部署が担当する。 

   ２ 個人情報管理責任者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備並びに

支援を行う。 

   

（改廃） 

第１７条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

（附則） 

この規程は、この法人が公益財団法人ボーイスカウト日本連盟設立の登記の日から施行

する。 

 

平成２９年１月１７日一部改正 理事会で承認 
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公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 

文書管理規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団財団法人ボーイスカウト日本連盟（以下「この法人」という。）におけ

る文書の取扱いを定め、事務を正確かつ効率的に処理することを目的とする。 

 

（文書の定義） 

第２条 この規程において、文書とは図書類を除く業務上取扱うすべての文書をいう。 

 

（事務処理の原理） 

第３条 この法人の事務は、原則として文書により処理するものとする。 

２ 文書によらないで処理した場合、必要に応じて直ちに文書を作成し、事後に支障のないように

しなければならない。 

 

（取扱いの原則） 

第４条 文書の取扱いは、責任を明らかにして正確かつ迅速に行うとともに、常に整理し、その所在を

明らかにしておかなければならない。 

 

（文書管理担当者） 

第５条 文書の受付、配布、回付または整理保存等を行わせるため、文書管理担当者を事務局の管理業

務を行う部署に置く。 

２ 文書管理担当者は、事務局で管理業務を担当する部長が任免する。 

 

（決裁手続き） 

第６条 文章の起案は、事務局のそれぞれの部において行うものとする。 

２ 起案文書は、理事の事務決裁規程に定める決裁権者の決裁を受けるものとする。 

３ 起案文書は、「起案書」を用いて決裁手続きをとるものとする。 

 

（受信文書） 

第７条 この法人に到着した文書（以下「受信文書」という。）は、文書管理担当者において受付ける

ものとし、文書管理担当者以外において受取ったときは、速やかに文書管理担当者に回付しなけ

ればならない。 

２ 文書管理担当者は、受信文書に受付印を押印する。ただし許可書等押印することが適当でない

ものは、この限りではない。 

 

（外部発信文書） 

第８条 この法人外に発信する文書（以下「発信文書」という。ただし、軽易な文書は除く。）は、理

事の職務権限規程の理事の職務権限の定めにより発信する。 

２ 前項の規程による発信文書については、文書発信番号を記載する 

３ 前項の規程による文書発信番号は、「日連」の二字を付し番号を記入する。 

 

（整理及び保管） 

第９条 文書の整理保管は、原則として当該文書担当部署において行う。 

２ 文書の保管期間は当該文書の処理が完了した事業年度の末日までとする。 
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（保存期間） 

第１０条 文書の保存期間は、別表１の文書保存期間基準表による。ただし、関係法規により保存年限

が定められている文書は、当該法規による。 

２ 前項の保存期間は、処理を終えた年度の翌年度から起算する。 

 

（廃棄） 

第１１条 保存期間を経過した文書は廃棄する。ただし、理事長または事務局長が引き続き保存する必

要があると認めたものはこの限りではない。 

 

（規程の改廃） 

第１２条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則  

この規程は、平成２９年３月１４日から施行する。 

 

平成２９年３月１４日 理事会で承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ 文書保存期間基準表 
 

 

保存期間 分類 文書の種類 根拠法令他 

永久 法人 重要な承認、届出、報告書等に関する文書  

行政庁等による検査または命令に関する文書  

理事会・評議員会等の議事録 （一般法１０年）

登記に関する文書  

定款、規程等に関する文書  

重要な報告書  

財産契約 計算書類等（賃借対照表・正味財産増減計算書、 

事業報告、監査報告、附属明細書） 

（一般法１０年）

（会社法１０年）

寄附金に係わる情報  

効力の永続する契約に関する文書  

人事労務 重要な人事に関する文書  

職員との協定書  
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１０年 法人 行政庁等からの重要な文書  

会員の入退会、会費等の入金等に関する文書  

役員の就任、報酬等に関する文書  

理事会・評議員会等の開催に関する文書  

伺書（永久とされる文書を除く）  

人事労務 職員の任免、報酬等に関する文書  

委嘱等による有期契約職員の名簿・履歴書等  

役職員の採用・退職・賞罰に関する文書  

財産契約 満期又は解約となった契約に関する書類  

会計帳簿、会計伝票  

証憑書類  

業務委託契約書  

共済事業 契約申込書関係書類、共済金請求書関係書類  

事業 助成金等決定通知書  

業務委託契約書等重要な書類  

５年 

 

 

 

 

 

法人 各種委員会に関する文書  

財産契約 事業計画書、収支予算書  

資金調達、設備投資の見込書  

財産目録、役員等名簿、報酬等の支給基準 （一般法５年）

税務に関する文書 （税法５年） 

軽微な契約に関する文書  

会計事務に関連する軽微の資料類  

人事労務 職員名簿、履歴書、住民票記載事項証明  

雇用保険被保険書資格取得等確認通知等 （雇保規４年）

雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 （雇保規４年）

賃金台帳 （労基法３年）

労働者名簿、採用・解雇・退職に関する書類 （労基法３年）

労災保険に関する書類 （労災法３年）

労働保険の徴収・納付等の書類 （徴収規３年）

健康保険・厚生年金保険に関する書類 （健保規２年）

雇用保険に関する書類 （雇保規２年）

出勤記録、労働時間計算書、休暇・遅刻・欠勤・

早退届 

（労基法３年）

身分証明書  

１年 法人 業務遂行に必要なその他の軽微な文書  

住所・姓名変更届  

 

 

以 上  
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公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 

事務決裁規程 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟事務局の運営に係る事務決裁に関して必要

な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明確にし、事務処理の能率的な運営を図ることを目的

とする。 

 

（用語の意義） 

第２条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。 

（２）専決 事案について常時決裁権者に代わって決裁することをいう。 

（３）代決 事案について決裁権者または専決権者が決裁できない状態にあるときに、その者に代わ

って、臨時に決裁することをいう。 

 （４）決裁できない状態 病気、その他の理由により決裁責任者が決裁できない状態、メールやファ

クスなどによる文書決裁が行えない状態にあることをいう。 

 

（決裁の手順） 

第３条 稟議は、担当する職員が起票し、所属上司及び所管理事・委員長の決定を経て、決裁を受けな

ければならない。稟議については規定の紙製書式に加えて、同稟議書のＰＤＦを添付したＥメー

ルのほか、事務局長が統一した書式によるＥメール文書で行うことができる。いずれも公式文書

として保管する義務を負う。 

２ 決裁を得る事項のうち、関係部署と協議調整の必要があるものについては、文書により関係者

に合議した後に執行する。合議は、Ｅメールやメール添付ＰＤＦなどで行うことができる。 

３ 事務局長、事務局次長及び部長は、この規程の定めるところにより事務を処理する場合におい

ては、その事務に関連のある理事や委員長等に合議し、事務処理の正確を期す。 

 

（専決事項） 

第４条 専務理事（専務理事が空席の場合は常務理事）及び事務局長の専決事項は、別表のとおりとす

る。ただし、専決事項として決裁したものは、定期的に本来の決裁権者に報告することを要す。

また、事務局長以上の決裁を要するものについては、所管理事・委員長の合議を必要とし、財務

に関する事項は財務委員長も併せて合議するものとする。また、いずれの場合も管理業務を担当

する部長に合議するものとする。 

 

（専決事項の特例） 

第５条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号に該当するものは、上司の決裁を受けること

とする。専務理事にあっては理事長、事務局長にあっては専務理事及び理事長の決裁を受ける。 

 （１）内容が特に重要と認められる事項。 

（２）内容が異例であり、または重要な先例になると認められる事項。 

（３）内容に疑義があり、また現に紛議を生じ、もしくは生ずるおそれがあると認められる事項。 

（４）その他、特に上司の決裁が必要と認められる事項。 

 

（代決） 

第６条 理事長が決裁できない状態にあるときは、専務理事がその事務を代決する。 

２ 専務理事が決裁できない状態にあるときは、別に定める場合を除くほか、常務理事もしくは事
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務局長が代決することができる。 

３ 事務局長が決裁できない状態にあるときは、別に定める場合を除くほか、事務局次長が代決す

ることができる。 

４ ただし、いずれの場合にも代決する案件について、可能な限り、事前に電話等で指示を仰ぐ。

また代決後すみやかに本来の決裁権者に報告することを要す。 

 

（代決の制限） 

第７条 前条の場合にあっては、あらかじめその処理について特に指示を受けたものを除き、重要な事

項、異例若しくは疑義ある事項又は新規の事項は、代決してはならない。 

 

（後閲） 

第８条 代決した文書には、代決した者の上部に「代」と、専決責任者欄には「後閲」と表示し、速や

かに後閲を受けなければならない。 

 

（処理基準） 

第９条 この規程の運用に必要な細則については、別に定めることができる。 

 

（規程の改廃） 

第１０条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則  

この規程は、平成２９年３月１４日から施行する。 

 

平成２９年３月１４日 理事会で承認 

 令和 ２年１月１４日 理事会で一部改正 
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事務決裁規程 別表 

 

１．理事長の決裁を要する事項 

（１）年間事業計画及び財政計画に関すること。 

（２）組織及び権限に関すること。 

（３）役員及び職員の人事に関すること。 

（４）職員の任命及び給与に関すること。 

（５）定款、規程等の制定、改廃に関すること。 

（６）予算及び決算に関すること。 

（７）理事会の招集及び議案の提出に関すること。 

（８）評議員会の招集及び議案の提出に関すること。 

（９）各種委員会委員等の委嘱に関すること。 

（10）１件３００万円以上の支出負担行為に関すること。 

（11）１件３００万円以上の契約及びその変更に関すること。 

（12) 訴訟その他特に重要と認められる登記、公告等に関すること。 

（13）理事、監事、評議員の海外出張に関すること。 

（14）その他特に重要な事項及び異例もしくは疑義のある事項に関すること。 

 

２．専務理事（空席の場合は常務理事）の専決事項 

（１）重要な事業の計画や実施、ならびに計画外の事業に関すること。 

（２）特に重要な対外文書の発信に関すること。 

（３）１件５０万円以上の支出負担行為に関すること。 

（４）契約金額５０万円以上の契約締結に関すること。 

（５）事務局の運営に関すること。 

（６）パートタイム職員の採用と給与に関すること。 

（７）職員の海外出張命令に関すること。 

（８）重要な申請、重要な届出、通知、報告に関すること。 

（９）前各号に準ずる特に重要又は異例な事項 

ただし、定期的に理事長に決裁内容を報告することを要す。 

 

３．事務局長の専決事項 

（１）事業計画の執行に関すること 

（２）重要な対外文書の発信 

（３）１件５０万円未満の支出負担行為、ならびに全ての事業実施後の清算承認に関すること。 

（４）契約金額５０万円未満の契約締結に関すること。 

（５）事業収入等の収納及び繰り出しに関すること。 

（６）著作権を有する著作物の転載許諾等に関すること。 

（７）物品の維持管理に関すること。 

（８）職員の事務分掌に関すること。 

（９）職員の国内出張に関すること。 

（10）職員の服務、時間外勤務に関すること。 

（11）職員の安全、衛生に関すること。 

（12）職員の慶弔に関すること。 

（13）防災に関すること。 

（14）前各号に準ずる事項に関すること。 

ただし、いずれも、定期的に専務理事及び理事長に決裁内容を報告することを要す。   

以 上  
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公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 

（資金分配団体における） 

利益相反防止規程 

 

（目 的） 

第１条  この規程は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟（以下「この法人」という。）

が資金分配団体として運営及び事業実施を行うにあたり、民間公益活動を行う団体

（以下「実行団体」という。）との間において、この法人の評議員、理事、監事、

名誉会議議員、各種委員会の委員及び職員（以下「役職員等」という。）の利益相

反行為を防止するために必要な事項を定め、もってその事業活動が公正かつ適正に

行われることを担保すること、さらにこの法人に対する社会の信頼を確保すること

を目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条  この規程は、この法人の役職員等に適用する。 

 

（定 義） 

第３条  この規程において、次に掲げる用語は、次の各号の定義によるものとする。 

(1) 利益相反（状態） この法人の役職員等が実行団体の選定、監督を含む事業活

動（以下「助成事業等」という。）に従事する場合のうち、自己又は第三者に利

益（金銭・地位・利権など利益の種類を問わない）をもたらす可能性がある状態

をいう。 

(2) 利益相反行為 利益相反状態において、この法人の役職員等が自己又は第三者

の利益を図り、もってこの法人の資産分配の公益性を損なう行為をいう。原則と

して、行為の外形のみから判断するものとする。また、その行為の種類を問わな

い。 

(3) 利益相反情報 この法人の役職員等につき、利益相反状態が存していることに

関する情報のことで、個人情報を含むものとする。 

 

（禁止事項） 

第４条  この法人の役職員等は、助成事業等を行うにあたり、特定の個人又は団体の利益

のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を禁

ずる。 

２ この法人の役職員等は、助成事業等を行うに当たり、評議員、理事、監事、職員

その他の指定活用団体の関係者に対し、特別な利益を与える行為を禁ずる。 

３ この法人の役職員等は、その他の利益相反行為を禁ずる。 

 

（自己申告） 

第５条  役職員等は、名目又は形態の如何を問わず、その就任後、新たにこの法人以外の

団体等の役職を兼ね、又はその業務に従事すること（以下「兼職等」という。）と

なる場合には、事前に事務局長に書面で申告するものとする。 

２ 前項に規定する場合のほか、この法人と役職員等との利益が相反する可能性があ

る場合に関しても前項と同様とする。 
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３ 役職員等は、原則として、別紙に掲げる行為を行ってはならず、やむを得ない理

由によりかかる行為を行う場合には、事前に理事長に書面で申告するものとする。 

４ 事務局長が前各項及び第６条の規定に基づく申告を行う場合には、これを理事長

に対して行うものとする。 

 

（定期申告） 

第６条  役職員等は、毎年度２回定められた時期に当該役職員の兼職等の状況その他前条

の規定に基づく申告事項の有無及び内容について事務局長に書面で申告するものと

する。 

 

（申告後の対応） 

第７条  第５条及び第６条の規定に基づく申告を受けた事務局長は、事務局の管理業務を

担当する部署と連携して申告内容の確認を徹底した上、申告を行った者が理事であ

る場合には理事長と、監事である場合には他の監事とそれぞれ協議の上、必要に応

じ、速やかに当該申告を行った者に対して、この法人との利益相反状況の防止又は

適正化のために必要な措置（以下「適正化等措置」という。）を求めるものとする。 

２ 前項にかかわらず、第５条第４項に規定する場合、申告を受けた理事長は、事務

局の管理業務を行う部署と連携して申告内容の確認を徹底した上、必要に応じ、速

やかに当該申告を行った事務局長に対して適正化等措置を求めるものとする。 

 

（申告内容及び申告書面の管理） 

第８条  第５条又は第６条の規定に基づいて申告された内容及び提出された書面は、事務

局の管理業務を担当する部署にて管理するものとする。 

 

（改 廃） 

第９条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則 

令和２年１月１４日理事会で制定 令和２年４月１日施行 
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別紙 

 

(1) 休眠預金等交付金に係る助成金を受けて民間公益活動を行う団体又はこれらになり得る

団体（以下「民間公益活動団体等」という。）の役員又はこれに準ずるものに就くこと。

ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。 

 

(2) 民間公益活動団体等又はその役員若しくはこれに準ずるもの若しくは従業員（以下「民

間公益活動団体等役職員」という。）から金銭、物品又は不動産の贈与（せん別、祝儀、

香典又は供花その他これらに類するものとして提供される場合を含む。）を受けること。

ただし、民間公益活動団体等又は民間公益活動団体等役職員から、これらの者の負担の有

無にかかわらず、物品若しくは不動産を購入した若しくは貸与を受けた場合又は役務の提

供を受けた場合において、それらの対価が無償又は著しく低いときは、相当な対価の額の

金銭の贈与を受けたものとみなす。 

 

(3) 民間公益活動団体等又は民間公益活動団体等役職員から金銭の貸付け（業として行われ

る金銭の貸付けは、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。）を受けるこ

と。 

(4) 民間公益活動団体等又は民間公益活動団体等役職員から未公開株式を譲り受けること。 

 

(5) 民間公益活動団体等又は民間公益活動団体等役職員から供応接待を受けること。 

 

(6) 民間公益活動団体等役職員と共に遊技又はゴルフをすること。 

 

(7) 民間公益活動団体等役職員と共に旅行（公務のための旅行を除く。）をすること。 

 

(8) 民間公益活動団体等又は民間公益活動団体等役職員をして、第三者に対し前２号から７ 

号に掲げる行為をさせること。 

 

以 上  
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